
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
畜　

産　

課
） 　

一

　
　

公　
　

告

○
平
成
十
四
年
熊
本
県
准
看
護
婦
試
験
の
実
施　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
医
務
福
祉
課
）　

一

　
　

登　

載　

依　

頼

○
天
草
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
の
会
議
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
草
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
）　

二

○
環
境
審
議
会
廃
棄
物
部
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
審
議
会
廃
棄
物
部
会
）　

三

熊
本
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
公
告
第
七
百
六
十
五
号

　

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

四
年
熊
本
県
准
看
護
婦
試
験
を
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

試
験
日
時

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
（
金
）　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

試
験
場
所

　
　

熊
本
県
立
大
学　

熊
本
市
月
出
三
丁
目
一
番
百
号

三　

試
験
科
目

　
　

解
剖
生
理
、
栄
養
、
薬
理
、
病
理
、
微
生
物
、
保
健
医
療
、
関
係
法
規
、
精
神
保
健
、
基
礎
看
護
、

　

成
人
看
護
、
老
人
看
護
及
び
母
子
看
護

四　

受
験
資
格

　
　

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
に
お
い
て
二
年
の
看
護
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者
（
平
成
十

（一）

　
　

四
年
三
月
ま
で
に
修
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

　
　
　

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、知
事
の
指
定
し
た
准
看
護
婦
養
成
所
を
卒
業
し
た
者（
平

（二）

　
　

成
十
四
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

　
　
　

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
二
十
一
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
（
平
成
十

（三）

　
　

四
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

　
　
　

外
国
の
看
護
婦
学
校
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
看
護
婦
免
許
を
得
た
者
の
う
ち
、
保
健
婦

（四）

　
　

助
産
婦
看
護
婦
法
第
二
十
一
条
第
四
号
に
該
当
し
な
い
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従

　
　

い
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
者

五　

受
験
手
続

　
　
　

受
付
期
間

（一）

　
　
　

平
成
十
四
年
一
月
四
日
（
金
）
か
ら
一
月
十
五
日
（
火
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を

　
　

除
く
。
）

　
　
　

受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

郵
送
の
場
合
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
五
日
（
火
）
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

　
　
　

試
験
申
込
書
の
請
求
先

（二）

　
　
　

熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課
又
は
県
立
の
保
健
所
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

病　

名

ヨ
ー
ネ
病

区
分

患
畜

発　

生　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日

発
生
場
所

菊
池
郡
旭
志
村

発
生
頭
数

一
戸
一
頭

適　
　

用

乳
用
牛

公　
　
　
　

告



　
　
　

郵
送
の
場
合
は
、
百
四
十
円
切
手
を
同
封
し
て
、
熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課
へ
請
求
す
る

　
　

こ
と
。

　
　
　

試
験
申
込
書
の
提
出
先

（三）

　
　
　

熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課
看
護
係

　
　
　

郵
便
番
号
八
六
二｜

八
五
七
〇　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　
　

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
封
筒
の
表
面
に
「
准
看
護
婦
試
験
申
込
書
在
中
」
と
朱
書
し
、
書
留
郵
便

　
　

で
送
る
こ
と
。

　
　
　

提
出
書
類
等

（四）

　
　

ア　

平
成
十
四
年
熊
本
県
准
看
護
婦
試
験
申
込
書

　
　

イ　

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

　
　
　
　
　

四
の
受
験
資
格　

、　

又
は　

に
該
当
す
る
者
で
修
業
又
は
卒
業
し
た
者
は
、
修
業
証
明
書

（ア）

（一）

（二）

（三）

　
　
　
　

又
は
卒
業
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
三
月
ま
で
に
修
業
し
、
又
は
卒
業

　
　
　
　

す
る
見
込
み
の
者
は
、
修
業
見
込
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

四
の
受
験
資
格　

に
該
当
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
が
交
付
し
た
准
看
護
婦
受
験
資
格
認

（イ）

（四）

　
　
　
　

定
書
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

ウ　

受
験
料

　
　
　
　

六
千
九
百
円
（
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
熊
本
県
収
入
証
紙
を
貼
る
こ
と
。
）

　
　
　
　
　

県
外
居
住
者
で
郵
便
に
よ
り
試
験
申
込
書
を
提
出
す
る
者
は
、
熊
本
県
収
入
証
紙
の
代
わ
り

（ア）

　
　
　
　

に
、
郵
便
局
が
発
行
す
る
定
額
小
為
替
証
書
を
同
封
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

試
験
申
込
書
受
理
後
は
、
受
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

（イ）

　
　
　

受
験
票
の
交
付

（五）

　
　
　

受
験
票
は
、
平
成
十
四
年
二
月
六
日
（
水
）
ま
で
に
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。

　
　
　

な
お
、
上
記
期
日
ま
で
に
届
か
な
い
と
き
は
、
熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課
看
護
係
ま
で
問

　
　

い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
　

試
験
申
込
書
の
記
入
上
の
注
意
点

（六）

　
　
　

試
験
申
込
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
点
を
注
意
す
る
こ
と
。

　
　

ア　

試
験
申
込
書
に
記
入
す
る
氏
名
は
、
戸
籍
（
外
国
人
の
場
合
は
、
外
国
人
登
録
済
証
明
書
）
に

　
　
　

記
載
さ
れ
て
い
る
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
。

　
　

イ　

写
真
は
、
試
験
申
込
み
前
六
か
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　

ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
し
、
そ
の
裏
面
に
は
氏
名
を
記
載
し
て
写
真
票
に
貼
り
、

　
　
　

写
真
票
の
所
定
の
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　

ウ　

受
験
票
の
裏
面
に
は
、
五
十
円
切
手
を
貼
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
括
申
込
み
の
場
合
は
返
信
用

　
　
　

封
筒
に
受
験
票
の
郵
送
に
必
要
な
額
の
切
手
を
貼
る
こ
と
。

六　

合
格
者
の
発
表

　
　

試
験
の
合
格
者
は
、
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
（
木
）
午
前
十
時
に
県
庁
行
政
棟
本
館
一
階
県
民
ホ

　

ー
ル
及
び
県
内
保
健
所
（
熊
本
市
を
除
く
。
）
に
掲
示
す
る
。

　
　

ま
た
、
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。

七　

口
頭
に
よ
る
個
人
情
報
の
開
示
請
求

　
　

こ
の
試
験
に
つ
い
て
、
下
記
に
よ
り
自
己
に
関
す
る
個
人
情
報
を
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
す
る
こ
と

　

が
で
き
る
。

　

１　

開
示
を
行
う
期
間　

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か
月

　

２　

開
示
を
行
う
場
所　

熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課

　

３　

開
示
を
行
う
内
容　

総
合
得
点

　
　
　

※
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
受
験
票
を
持
参
す
る
こ
と
。

八　

そ
の
他

　
　

四
の
受
験
資
格　

、　

又
は　

に
該
当
す
る
者
で
、
修
業
見
込
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書
を
提

（一）

（二）

（三）

　

出
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
三
月
十
一
日
（
月
）
ま
で
に
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を

　

提
出
す
る
こ
と
。

九　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
健
康
福
祉
部
医
務
福
祉
課
看
護
係

　
　

電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一
（
内
線
七
〇
五
三
、
七
〇
五
四
）

天
草
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
（
健
康
危
機
管
理
推
進
会
議
）
公
告
第
一
号

　

平
成
十
三
年
度
第
一
回
天
草
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会
（
健
康
危
機
管
理
推
進

会
議
）
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
草
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急
医
療
専
門
部
会

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
（
木
）

　
　

午
後
二
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

本
渡
市
今
釜
新
町
三
五
七
一

　
　

九
州
労
働
金
庫
天
草
支
店
二
階
会
議
室
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三　

議
題

　

１　

会
長
・
副
会
長
の
選
出
に
つ
い
て

　

２　

救
急
告
示
病
院
の
更
新
に
つ
い
て

　

３　

米
国
同
時
多
発
テ
ロ
を
契
機
と
す
る
テ
ロ
事
件
発
生
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て

　

４　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
受
付
の
う
え
、

　
　

事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

そ
の
他

　
　

議
題
２
に
つ
い
て
は
非
公
開

七　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

本
渡
市
今
釜
新
町
三
五
三
〇

　
　

天
草
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
天
草
保
健
所
総
務
企
画
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六
九｜

二
三｜

〇
一
七
二
）

熊
本
県
環
境
審
議
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
環
境
審
議
会
廃
棄
物
部
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
環
境
審
議
会
廃
棄
物
部
会
部
会
長　

竹　

内　

重　

年

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日
（
月
）

　
　

午
後
二
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
水
前
寺
一
丁
目
三
十
三
の
十
八

　
　

水
前
寺
共
済
会
館　

二
階
「
孔
雀
」

三　

議
題

　
　

熊
本
県
廃
棄
物
処
理
計
画
に
つ
い
て

四　

傍
聴
席
の
定
員　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
廃
棄
物
部
会

　
　

長
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
環
境
審
議
会
廃
棄
物
部
会
事
務
局
（
熊
本
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

〇
六
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